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    船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年３月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突  

発生日時 平成２６年１１月３日 ０５時５５分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市鴨居
か も い

瀬
せ

漁港東方沖 

 鴨居瀬港西防波堤灯台から真方位０９９°９００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１９.９０′ 東経１２９°２３.５８′） 

事故調査の経過  平成２６年１１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 萬
まん

栄
えい

丸、７.３トン 

   ＫＭ２－３８３０（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.５１ｍ（Lr）×３.１３ｍ×１.２７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４２２.９０kＷ、平成元年５月２８日 

   第２９３－２２３００号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 晴
はる

丸、５.８４トン 

   ＮＳ２－１５５４７（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.１５ｍ（Lr）×２.５５ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５７年８月１０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年３月２５日 

    免許証交付日 平成２５年１１月２０日 

           （平成３１年１０月１８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５９歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成６年３月１７日 

    免許証交付日 平成２５年１１月１９日 

           （平成３１年３月１６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷外板に破口及び亀裂 

Ｂ 船首部下方に破口及び亀裂 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、長崎県対馬市上島東方沖

でたい
．．

の底はえ縄漁を終え、平成２６年１１月２日１５時３０分ごろ
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上島と対馬市沖ノ島南西岸との間にある鴨居瀬水路の南出入口南方沖

で船首を北西に向けて錨泊した。 

船長Ａは、機関を止め、日没後、蓄電池で魚倉内の生き餌を照らす

ための船体中央右舷側上約２０cm の高さに設置された傘付き電球１個

のみを点灯し、翌日早朝まで待機することとした。 

船長Ａは、陸岸近くに錨泊したので通航船はいないものと思い、停

泊灯を表示しなかった。 

船長Ａは、３日早朝から寝台の中でＴＶの気象情報などを見ていた

ところ、０５時５５分ごろ船体に大きなショックを感じたので、寝台

から飛び出して外を見ると、右舷外板にＢ船の船首が衝突しているこ

とを認めた。 

船長Ａは、浸水の有無を調査すると、外板に亀裂が生じており、そ

こから機関室に浸水しているのを確認したので、携帯電話で海上保安

庁に通報した後、機関を始動し、海水ポンプで魚倉の海水及び機関室

の海水を排出しながら、鴨居瀬漁港に向かい、岸壁に着けて亀裂の応

急措置を実施したのち、日本小型船舶検査機構の検査を受け、佐賀県

唐津市呼子町の造船所に回航した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、あら
．．

の底はえ網漁の目的

で、３日００時ごろ対馬市竹敷漁港を出港し、鴨居瀬水路などを通過

し、上島東方沖の漁場に向かった。 

 船長Ｂは、Ｂ船のレーダーが故障して使えなかったが、目視での見

張りを行いながら、鴨居瀬水路の南出入口南方沖を航行した際、灯火

１個を点灯したＡ船の近くを通過した。 

 船長Ｂは、漁場で操業を開始したが、時化
し け

ていた上に漁獲がなかっ

たので、０３時過ぎに操業を終了して帰途に就いた。 

 船長Ｂは、上島と沖ノ島北西岸との間にある大瀬戸に入ると、操舵

室の天窓を開き、操舵台に立ち、肩から上を天窓から出す姿勢で前方

の見張りに当たり、約３～４ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で大瀬戸及び鴨居瀬水路を南進した。 

Ｂ船は、鴨居瀬水路の南出入口から広い水域に出たので、船長Ｂ

が、回転数を上げて約１０kn の速力とし、同じ姿勢のまま見張りを行

いながら南西進したところ、Ａ船と衝突した。 

船長Ｂは、衝突の衝撃でＡ船に気付き、Ａ船の排水作業を手伝った

後、自船も船首に破口を生じていたので、僚船の同伴を得て、自力で

竹敷漁港の造船所に回航した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

日出時刻：０６時４２分 

 その他の事項 Ａ船の傘付き電球は、２０Ｗ程の電球で甲板上高さが２０cm で、傘
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 を被せて魚倉以外に光が漏れないようになっており、方向によっては

視認することが困難な状況となっていた。 

船長Ｂは、衝突直後Ａ船の傘付き電球が点
つ

いていないことを確認し

たが、衝突のショックで消灯したかも知れないと思った。  

船長Ｂは、ずいぶん前からレーダーが故障して使えない状態であっ

たが、修理や交換に費用が掛かるので、修理していなかった。 

船長Ｂは、往路で確認したＡ船の灯火が復路で見当たらなかったの

で、既に出て行ったものと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、鴨居瀬漁港東方沖で錨泊中、停泊灯を点灯しないで、魚倉

の生き餌を照らすための、方向によっては視認することが困難な傘付

き電球１個のみを点灯したことから、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、鴨居瀬漁港東方沖を南西進中、船長Ｂが、目視で見張りを

していたものの、レーダーを使用できなかったことから、Ａ船に気付

かずに航行し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、鴨居瀬漁港東方沖において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船

が南西進中、船長Ａが停泊灯を点灯しないで、魚倉の生き餌を照らす

ための、方向によっては視認することが困難な傘付き電球１個のみを

点灯し、また、船長Ｂがレーダーを使用しなかったため、両船が衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・夜間に錨泊する場合、周囲から停泊の状況が分かるよう、停泊灯

を点灯すること。 

・夜間に航行する場合、視界良好でもレーダーを使用すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 


